
   長崎市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱 

令和 6 年 6 月17日 

告示第 434 号   

改正 令和７年３月27日告示第 279 号 

改正 令和 8 年 3 月24日告示第 192 号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、がん患者等のがん治療に伴う外見の変化による精神

的負担及びその変化を補完するためのアピアランスケア用品の購入に伴

う経済的負担の軽減を図り、がん治療と社会生活の両立を支援するため、

アピアランスケア用品の購入に係る費用を助成する長崎市がん患者アピ

アランスケア用品購入費助成事業（以下「助成金」という。）の実施に

ついて、長崎市補助金等交付規則（昭和６３年長崎市規則第２１号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを

目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴ がん患者等 がん患者及びがん経験者をいう。 

⑵ アピアランスケア用品  がん治療に伴う外見の変化を補うための用

品をいう。 

 （助成対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 本市の住民基本台帳に記録されている者 



⑵ がんと診断され、がんの治療を受けた者又は現に受けている者 

⑶ 国又は地方公共団体から他の制度による同趣旨の補助金等を受けて

いない者 

（助成対象費用等） 

第４条 助成金の交付の対象となる費用（以下「助成対象費用」という。 

）、助成金の額及び助成の回数の上限は、別表の区分に応じ、それぞれ

同表に定めるとおりとする。 

（交付の申請） 

第５条 規則第２２条第１項第２号の規定により、助成金の交付の申請は 

、規則第３条第１項の申請書に代えて、長崎市がん患者アピアランスケ

ア用品購入費助成金交付申請書兼請求書（第１号様式）（以下「申請書

兼請求書」という。）によるものとする。 

２ 規則第３条第１項第５号の市長が必要があると認める書類は、次に

掲げるものとする。 

⑴ がんの治療を受けたこと又は現にがんの治療を受けていることが確

認できる書類 

⑵ アピアランスケア用品を購入したことを証する書類 

⑶ 振込先口座を確認できる通帳等の写し（申請者名義の口座に限る。 

） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

３ 規則第３条第２項の規定により、同条第１項第１号から第３号までに 

掲げる書類の添付は省略させるものとする。 

４ 申請書は、アピアランスケア用品の購入が完了した日の翌日から起算  

して１年以内に提出しなければならない。  

 （申請の取下げ） 



第６条 規則第７条第１項に規定する別に定める期日は、第９条の通知を 

 受領した日から起算して１０日を経過した日とする。 

（助成金の返還 )  

第７条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交

付を受けていると認めるとき又はこの要綱に規定する事項に違反してい

ると認めるときは、当該交付した助成金の全部又は一部の返還を命じる

ことができる。 

（助成金の交付手続の特例 )  

第８条 規則第２１条の規定により、規則第４条第１項の交付の決定、規

則第６条第１項の通知書及び規則第１２条の報告書は省略し、並びに規

則第１５条第２項の請求書は、規則第３条の交付の申請に併合するもの

とする。 

（確定の通知） 

第９条 規則第２２条第１項第２号の規定により、規則第１３条の通知は 

 、規則第１３条の補助金等確定通知書に代えて、長崎市がん患者アピア 

 ランスケア用品購入費助成金確定通知書（第２号様式）によるものとす 

 る。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則（令和６年６月１７日告示第４３４号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、令和６年４月１日以後に購入した

アピアランスケア用品に係る助成金について適用する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、



同日までに助成金の交付の決定を受けた者に係るこの要綱の規定につい

ては、同日以降もなおその効力を有する。 

   附 則（令和７年３月２７日告示第２７９号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱

の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る助成金から適用し、同

日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。 

３ 改正前の長崎市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱

に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用すること

ができる。 

附 則（令和８年３月２４日告示第１９２号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正前の長崎市禁煙サポート事業実施要綱及び第

２条の規定による改正前の長崎市がん患者アピアランスケア用品購入費

助成金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし

て使用することができる。 

 

 

  



別表（第４条関係） 

区分 助成対象費用 助成金の額 
助成の回数

の上限 

ウィッグ等 

次に掲げるアピアラン

スケア用品の購入に係

る費用（次の各号の費

用を合算した費用でも

可） 

⑴  ウィッグ 

⑵  装着用ネット 

⑶  毛付き帽子 

左欄に掲げる費用

に２分の１を乗じ

た額（その額に 1,

０００円未満の端

数がある場合は、

これを切り捨てた

額）とし、２万円

を限度とする。 

１人につき

１回 

乳房補整具等 

次に掲げるアピアラン

スケア用品の購入に係

る費用（次の各号の費

用を合算した費用でも

可） 

⑴  補整パッド 

⑵  補整下着 

⑶  人工乳房 

⑷  人工乳頭 

⑸  専用入浴着 

左欄に掲げる費用

に２分の１を乗じ

た額（その額に 1,

０００円未満の端

数がある場合は、

これを切り捨てた

額）とし、２万円

を限度とする。 

１人につき

左右の乳房

切除毎にそ

れぞれ１回 

 



第１号様式（第５条関係） 

年  月  日 

長崎市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書兼請求書 
 

（あて先）長崎市長             

                

長崎市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請
及び請求します。 

 
 

申 
 

請 
 

者 
 
 

フリガナ  助成対象者 
との続柄 

 
※対象者が未成年の場合、 

申請者は法定代理人 

 

氏  名                 

生年月日      年    月    日 電 話 番 号  

住  所 

（〒     －       ） 

 

助 

成 

対 

象 

者 

申請者と同一の場合、助成対象者欄は記載不要です。 

フリガナ  

生年月日     年    月    日 
氏  名  

住  所 

（〒     －       ） 

 

助 

成 

対 

象 
費 

用 

区  分 □ ウィッグ等 □ 乳房補整具等 

購 入 日   年   月   日    年   月   日 

購入金額              円（税込）          円（税込） 

申請金額           円            円 

 

振込先口座 

金融機関名 
           銀行・信用金庫          

信用組合・農協 
支店名 

本店・支店 

出張所 

口座 

種別 
普通・当座 

フリガナ  
口座 

番号 

       

口座名義人 
 

 
同意及び確認事項 □にチェックを付けてください。 
□ 私（助成対象者）は、申請する対象の区分で、過去に長崎市の助成を受けていません。また、国
又は地方公共団体から助成を受けていません。 

 
□ 私（申請者）は、長崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第２条第２号に規定
する暴力団員ではありません。また、市が必要な場合には、警察に照会することに同意します。 

 
□ 私（申請者）は、審査に必要な情報の確認及び調査に同意します。 



第２号様式(第９条関係) 

 

長崎市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金確定通知書 

 

第  号   

年  月  日   

 

          様 

 

長崎市長            

 

  

    年  月  日付けで申請のあった助成金については、次のとおり助成金の額を

確定したので、長崎市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱第９条の規

定により通知します。 

助成年度 年度 助 成 事 業 の 名 称  

助 成 事 業 の 経 費 対 象 額 円 

助 成 金 の 交 付 確 定 金 額 円  

交 付 条 件 

 

 

 

 

 

 

 

 


